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1，はじめに

埋忠　本日は「伝統芸能の保護と振興――文化庁

と国立劇場」にご参加いただき、まことにありが

とうございます。私は本日司会をつとめるお茶の

水女子大学の埋忠美沙と申します。お茶の水女子

大学では昨年度より若い世代に伝統芸能の魅力を

伝えることを目指して、「未来へつなぐ伝統芸能

プロジェクト」を開始しました。これまで演者の

方や、研究者や関係ジャンルの第一線でご活躍の

方々をゲストに迎え、様々なイベントを開催して

きましたが、ではそもそも伝統芸能は国とどのよ

うに関わってきたのかと――主に施策を担う文化

庁と、その実践の場ともいえる国立劇場の立場か

ら様々なお話をうかがいたいと思い、この鼎談を

企画いたしました。

　ゲストをお二方ご紹介いたします。石橋健一郎

さんは、昨年3月に定年で退職されるまで長年国

立劇場におつとめで、上演や研究記録に携わって

こられました。様々な伝統芸能に通じておられま

すが、特に歌舞伎については多くのご著書を出版

されています。金子健さんは文化庁文化財第一課

芸能部門文化財調査官として、第一線で伝統芸能

や民俗芸能に関わる施策に携わっておられます。

同時に、幼い頃から能や歌舞伎など数々の伝統芸

能に親しんでこられた、大変ないわゆる見巧者で

もあります。

　当初は対面開催を予定していましたが、オミク

ロン株の流行であいにくのオンライン開催となっ

てしまい、ご参加の皆さまの様子がわからないの

は残念ですが、コロナ禍の施策や国立劇場の再整

備、人間国宝の今後、文化庁による新たな事業な

ど、伝統芸能に関して目下気になる事柄について、

お二方から色々なお話がうかがえるものと思いま

す。

最初に、それぞれ一言ずつお願いいたします。

石橋　ただいま、ご紹介いただいた石橋と申しま

す。よろしくお願いいたします。

金子　皆さまこんにちは。金子健と申します。文

化庁の活動についてこうしてお話する機会をいた

だけて大変嬉しく思います。短い時間ではござい

ますが、どうぞよろしくお願いいたします。

埋忠　本日のトピックスですが、まずは文化庁と

国立劇場がどのような組織であるのか――知って

いるようで意外と知られていないと思いますので、

おうかがいしていきます。その後、多くの方が関

心をお持ちであろう上演活動について。そして先

ほど述べましたように、昨今の話題といいますか、

現在進行形の取り組みや今後の課題についてうか

がっていきたいと思います。

間に一度、そして最後に視聴の皆さまからの質

疑応答にお答えする時間を設けます。Zoomの

チャットで適宜質問をお寄せください。それでは、

短い時間ですがどうぞよろしくお願いいたします。

〈「伝統芸能×未来」プロジェクト　鼎談（2022年1月27日）記録〉
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2，組織と活動――文化庁

埋忠　最初に、文化庁という組織がどのような組

織で、そのなかで伝統芸能に関わる活動には何が

あるのか、金子さんにおうかがいしたいと思いま

す。金子さんの肩書きは「文化庁文化財第一課芸

能部門文化財調査官」という大変長いものなので

すが（笑）、どのようなお仕事をされているので

しょうか？

金子　はい、一言でお話するのは難しいのですが、

舞台芸能と民俗芸能について、その保護のための

様々な施策に日々携わっています。それは文化庁

の私の部署だけでおこなえるものではなくて、舞

台芸能の場合はそれぞれの分野で実際に活動され

ている方々、民俗芸能の場合は地域の方々や都道

府県・市区町村の文化財担当の方から、それぞれ

の芸能が置かれた状況を教えていただいて、一緒

に動いていくことになります。

埋忠　文化庁のなかには、金子さんが所属されて

いる「文化財第一課」以外にも、伝統芸能に関わ

る部署があるとのことで、それぞれの部署の役割

を簡単にご説明いただけますでしょうか。

金子　本日のお話に特に関係することとしては、

国立劇場は「企画調整課」の管轄になります。ユ

ネスコの無形文化遺産などを担当しているのは

「文化資源活用課（文化遺産国際協力室）」です。

ユネスコについては文化庁だけではなくて、文部

科学省や外務省にも関連部署がございます。全国

各地域の文化活動の支援――例えば「伝統文化親

子教室」といった子どもむけの教室については

「参事官（文化創造担当）」、「日本博」など文化振

興に関わる施策については「参事官（芸術文化担

当）」が担当しています。

埋忠　一言に「伝統芸能」といっても、保護や振

興の方法は様々で、その方法によって部署が異

なっているということですね。

金子　はい、そのとおりです。

埋忠　文化財には大きく分けて「有形文化財」「無

形文化財」「民俗文化財」「記念物」、などいくつ

か分類があって、伝統芸能はこのうち「無形文化

財」に含まれます。「無形文化財」としては、他

に工芸技術などがありますね。同じ文化財でも、

博物資料や美術品などの「有形文化財」の保護法

よりも理解できていないというのが正直なところ

なのですが、その保護の考え方を教えていただけ

ますでしょうか。

金子　昭和25年に「文化財保護法」が制定されま

した。そのなかに「演劇、音楽、工芸技術その他

の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は

芸術上価値の高いもの」という項目ができて、無

形文化財の保護が法整備されました。そもそも文

化財保護の法律そのものは明治期まで遡ります。

明治の廃仏毀釈運動を受け、社寺の建造物や美術

品を護ろうという有形文化財保護の動きが起こり

ました。やがて第二次世界大戦後、日本の伝統芸

能や伝統工芸への価値観が変わってしまうおそれ

があるなか、昭和24年の法隆寺金堂火災が起こり、

これをきっかけとして文化財保護法が制定される

際、その保護の枠組のなかに芸能などの無形文化

財も加わった、というのが大まかな流れですね。

埋忠　有形文化財保護の枠組というのは、明治期

の日本が欧米の法制度を取り入れて作られたと理

解しています。一方で、それを無形文化財にも当

てはめるという発想は日本ならではのもの、とい

うことになるでしょうか？

石橋　やはり、古代から近世まで、それぞれの時

代に生まれた芸能が重層的に残っている、という

日本独特の芸能史のあり方というのが、こういう

無形文化財という発想に結びついているのだと思

います。

埋忠　新しい演劇ジャンルが生まれて古い時代の

演劇を上書きすることなく共存していく、という

のは日本演劇の特徴とされますよね。一方でそれ

が戦後になって整備されるというのは、前近代の

演劇というものが「保護」される対象となった 

――つまり人々の生活の中から失われる兆しが
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あった、ということになるでしょうか？

石橋　戦後の大きな生活の変化――様々なものが

洋式になり、映画やテレビといった新たな娯楽が

広く普及するなかで、伝統芸能はもはや当たり前

に親しまれるものではなくなった、という事情が

大きいですね。

埋忠　現在「重要無形文化財」の芸能は8種類の

種別（雅楽、能楽、人形浄瑠璃文楽、歌舞伎、組

踊、音楽、舞踊、演芸）で、それぞれの芸能の担

い手として「各個認定」保持者――いわゆる「人

間国宝」がいらっしゃる、という構図ですね。い

ずれも前近代にはじまった芸能ですが、これ以上、

芸能が増えることはないのでしょうか？また過去

には「重要無形文化財」に指定されていない「新

派」から役者さんが人間国宝に認定されたことも 

ありますよね。これはどのように考えればいいの

でしょうか？（図1）

金子　おっしゃる通り、もう明治になり150年以

上経ち、保護が必要である、というジャンルもあ

りますので、保護の在り方は考えていかなければ

ならない問題だと思っています。なお重要無形文

化財についてちょっと説明しますと、芸能分野の

指定では総合認定と各個認定という2種の方法が

行われています。総合認定は、例えば三味線音楽

の「長唄」において唄と三味線、あるいは「能楽」

でシテ方、ワキ方、囃子方などといったように、

複数の構成要素から成り立っている芸能そのもの

を総合的に指定するものです。それに対し、埋忠

先生がおっしゃった各個認定というのは、もっと

細かい個別の技―例えば長唄なら「長唄唄」「長

唄三味線」、能楽なら「能シテ方」「能ワキ方」と

いう具合に、1人でも体現できる個々の技を指定

するものです。

いま挙げられた（近代に興った）新派の場合は、

「新派」という演劇ジャンル全体に対して、総合

認定はなされていませんが、なかで「新派女方」

の技芸の伝承が必要であるという考えで、かつて

昭和30年代にこれが指定され、初代喜多村緑郎さ

ん、花柳章太郎さんが各個認定保持者として認定

されていました。

　無形の文化財は「技」なので、人によって体現

されないと無に等しいことになります。よって重

要無形文化財の指定と、保持者の認定は必ずセッ

トになりますが、その目的は、歴史上、芸術上価

値の高い技の伝承です。つまり伝えたい技があり、

それを残すために誰に伝えていただくのがよいか、

という考えに基づく「文化財保護策」の一つです。

顕彰制度である文化勲章など栄典や、授賞とは目

的が異なります。新たに認定された方に対しては、

ご自身の技を後進に伝えていただく責任をお願い

するわけなので、連絡をするときなどでも「おめ

でとうございます」という言葉は申し上げにくく、

私は使っていません。

3，組織と活動――国立劇場

埋忠　この文化庁の所管法人に「国立美術館」や

「国立文化財機構」などと並んで「日本芸術文化

振興会」があります。国立劇場の親団体で、ここ

がいわば、国による無形文化財、文字通り「振興」

の最前線ということになるわけですね。

国立劇場は昭和41年開場で、老朽化にともない

再整備することが先日発表されました。もうすぐ

開場60年ですが、その歴史について簡単にお話い

ただけますでしょうか。図1
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石橋　国立劇場の設立の経緯というと、明治4年

から6年の岩倉具視らによるによる遣欧米使節団

の話から始められるのがふつうです。欧州諸国の

宮廷劇場が、教養や社交の場として活用されてい

るのに刺激され、日本でも国家が主導して劇場文

化を育てようという機運が生まれた、という話で

す。そして、その後も、明治・大正・昭和の戦前

と、それぞれの時期に、国立劇場の設立が提唱さ

れた、という話になります。ただ、これらの「国

立劇場設置論」では、伝統芸能と同時代の舞台芸

術とを区別する視点というものは、希薄だったと

思います。

　ですから、現在の国立劇場が生まれた直接の契

機は、やはり昭和25年の「文化財保護法」に「無

形文化財」という概念が導入されたこと、29年の

改正により、指定制度が始まったことだと思いま

す。金子調査官のお話にありましたように、指定

制度というのは、「文化財保護策」の一つで、具

体的には指定された重要無形文化財の後継者の育

成、公開、調査研究や資料の蒐集、記録の作成な

どを進めていこうというものです。芸能に関して

は、とりわけ公開の場である劇場が必要ですが、

合わせてその他のミッションも総合的に担ってい

く機関として、国立劇場が設立されたということ

です。

　ただ、この時点でも、現代舞台芸術のための劇

場を別に作ろうという構想はありました。しかし、

予算や土地の問題もあり、緊急性の高い伝統芸能

のための劇場が優先されたのです。現代舞台芸術

に関しては、平成9年に開場した新国立劇場に

よって、当初の構想が実現されたわけです。

　ともかく、そうしたことで、昭和41年、東京・

三宅坂に、大劇場・小劇場と二つの劇場を擁する

国立劇場が誕生しました。この時点では、建物の

名称も「国立劇場」、これを運営する組織の名称

も「特殊法人国立劇場」でした。（図2）

　その後、昭和54年に、同じ敷地内に国立演芸資

料館 (国立演芸場 )、58年に東京・千駄ヶ谷に国

立能楽堂、59年に大阪に国立文楽劇場、平成16年

に沖縄・浦添市に国立劇場おきなわが誕生します。

これらは、いわば「国立劇場グループ」のような

施設です。日本の伝統芸能の公開の場は、ジャン

ルによって、ふさわしい規模や構造、機構などが

異なります。ですから、演芸のためには演芸場が、

能楽のためには能楽堂が必要なわけです。また、

大阪は文楽発祥の地。沖縄と琉球芸能との関係は

言うまでもありません。それぞれの芸能にふさわ

しい地に、専用劇場が作られたわけです。なお、

この間に、前にふれた新国立劇場も作られました。

　そして、この間の平成2年、組織名称は「特殊

法人国立劇場」から「特殊法人日本芸術文化振興

会」に変更されました。これは「芸術文化振興基

金」の設立に伴うものです。この基金は、政府か

らの拠出と民間からの寄付で作られたもので、そ

の運用益を使って文化芸術活動への助成をおこな

うというものです。こちらは伝統芸能だけでなく、

現代の舞台芸術、あるいは映画なども対象になっ

ています。この助成事業と、国立劇場の事業が組

織として一本化され、「日本芸術文化振興会」と

なったのです。さらに、平成15年、特殊法人から

独立行政法人へと組織形態が移行し、組織名称と

しては、現在の「独立行政法人日本芸術文化振興

会」になっているということでございます。

埋忠　近年だと独立行政法人化したこと、つまり

図2
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利益が求められるようになったというのが、大き

な変化ですね。

石橋　だんだんそのような色彩が強くなってきて

います。

埋忠　一方で理念は開館以来、三本の柱というも

のが貫かれていますね。公開、養成、そして調査

研究・資料の収集です。

石橋　そうですね。今、画像にある「目的・事業」

のうち、1番の「文化芸術活動に対する援助」は

基金で、6番の「日本博」は一昨年に開催される

はずだった東京オリンピック・パラリンピ ック

に合わせて開催する日本文化を紹介するさまざま

なイベントに対する支援事業です。この事務局が、

日本芸術文化振興会のなかに置かれることになっ

たのです。（図3）

ですから、1番と6番は後から付け加えたもので、

開場以来の核となっているのは、2・3・4番の公

開、養成、調査研究・資料の収集活用という項目

です。5番の「劇場施設の貸与」は、2・3・4に準

じて、主催公演ではないですが、公開の場を提供

しようという考え方で行っている事業です。

埋忠　先ほど、有形文化財と無形文化財、さらに

技芸の伝承という意味では芸能と工芸には違いが

ある、というお話をしていただきました。その点

では、まず「目的・事業」の2番に「伝統芸能の

公開」と書かれていて、「上演」や「公演」では

ないのがポイントになってくるのかと思います。

有形文化財の場合、博物館で「保存」すると同時

に「公開」する。つまり主に「展示」ですね。そ

れを無形文化財の芸能に当てはめると、「公開」

というのが「上演」に当たる、ということですね。

石橋　そうですね。この辺は少々用語として分か

りにくいところですが、「公開」という言い方も

それこそ文化財保護法以来の用語です。無形文化

財という括りでいうと、今お話があったように、

伝統芸能と伝統工芸技術、その他があるわけです。

工芸技術の場合には「公演」とは言わないので、

両方合わせた用語として「公開」という言葉を

使ってきたという歴史的な流れだと思います。

埋忠　次の養成についてですと、今ではいろいろ

な芸能の伝承者が、まさに養成所から巣立ってい

ます。今月（2022年1月）の歌舞伎座公演でもコ

ロナによる非常事態が起こって、例えば中村扇雀

さんと中村七之助さん休演の代役を、養成所出身

の中村歌女之丞さん、中村京蔵さん、澤村國久さ

んがそれぞれつとめています。国立劇場が長く

やってきた養成事業は、非常に大事になってきて

いますよね。

石橋　新国立劇場にも、オペラ、バレエ、現代演

劇の実演家を養成する研修所がありますが、やは

り現代舞台芸術のほうは裾野が広いですし、応募

者も多いのは当然です。対して伝統芸能の後継者

を一般募集して育てていくのはコストもかかり、

なかなか大変なところがあります。この養成事業

で、例えば歌舞伎音楽の一つの竹本、いわゆる歌

舞伎の義太夫節ですが、これは今や、国立劇場の

研修を経て実演家になったという方が90％程にも

なります。ですから、この養成事業がなければ竹

本の後継者はいなくなってしまったかもしれない。

能や寄席囃子もそうですが、伝統芸能がこんにち

成り立っているということに対しては、随分大き

な貢献をしてきていると思います。

図3



131

比較日本学教育研究部門研究年報 第19号

埋忠　国による人材育成という点では、組織とし

て国立大学もありますが、音楽と美術は、明治期

に東京芸術大学の前身によってそれが始まったこ

とはよく知られています。一方で芸能については、

国の養成機関が大々的にそれをおこなうことはな

かなかなかったわけですよね。それが戦後に無形

文化財の保護法が整い、その実践として国立劇場

という保存・公開の場ができて、その重要なミッ

ションとして人材育成がある、という流れですね。

石橋　やはり伝承者が途絶える危険性がある分野

から順に手を付けていく、という考え方をしてき

たと思うのですが、その点が芸大の養成とはまた

少し違って、本当に伝統芸能の保存のためにやる

べきことからやっていく、という考え方をしてき

たと思います。

埋忠　今画面に上げているのが、国立劇場で養成

されている芸能分野とその職種です。

石橋　国立劇場ができる以前の文化財保護委員会

の時代から、文楽とか、能楽のワキ方、囃子方、

狂言方の養成というのは、それぞれ養成会をつく

り、それに援助するという形で進めてきたわけで

す。国立劇場の養成事業は、その流れを受けてい

るわけですが、後継者不足が危機的な状況になる

分野というのは、だんだんと増えているわけで、

これからさらに養成事業の対象が増えていく可能

性もあります。

埋忠　現在は江戸時代までに興った芸能を範囲に

していて、明治以降に新しく生まれた芸能のジャ

ンルは保護の対象になっていませんよね。ここに

入っていなくても「伝統芸能」とされるジャンル

もあるように思うのですが、今後範囲が変わって

いく可能性はあるのでしょうか？

石橋　民俗芸能だと、やはりそれぞれの地域での

活動を支援するという形になると思います。伝統

芸能の中でも地域性の高いものもありますし、い

ろいろな事情の違いがあります。実際に今も、文

楽の養成事業は大阪でやっていますし、組踊は当

然沖縄でやっているわけです。主に東京を拠点に

して養成をすることに効率性の高いもの、という

ことになるのだろうと思います。そもそも明治以

降の芸能というのも明治百何十年たちましたから、

もう立派な伝統芸能ではありますが、先ほど言い

ました文化庁の指定された芸能ジャンルというも

のをある種の基盤にして、その中からという考え

方になっていくとは思います。

埋忠　意外と知られていないのは、3つめの柱で、

国立劇場は調査研究の機関でもあるということで

すよね。

石橋　調査研究といいましても大学の研究室とは

違いますので、あくまで上演の下支えになる、そ

のための調査研究であり資料収集である、という

考え方です。国立劇場の例えば歌舞伎公演の場合、

復活狂言、つまり埋もれていた作品を掘り起こし

て現代に再生させるということも事業の柱の一つ

ですが、そのためには当時の上演がどのように浮

世絵に描かれているのか、どういう台本が残って

いるのか、そういった調査をしなければいけませ

ん。こういった公演を下支えするための作業とし

て、調査研究や資料収集といった事業は始まりま

した。

　それから発展して、『近代歌舞伎年表』のよう

な近代の興行記録を作っていくというような作業

にだんだん広がっていったわけです。開場当時は

まだ明治以降、明治・大正の歌舞伎を研究対象と

するような研究者は大学にはいなかった。逆に、

国立劇場における調査研究の対象となるのは、公

演に結び付く近い過去の時代が中心となっていま

した。もちろん、一方で「劇書」など江戸時代の

文献の翻刻出版などもおこなって来ましたが、基

本はやはり「公演のための資料整備」ということ

になると思います。

埋忠　公開するための調査研究。公開、つまり公

演だけではないというところがポイントというこ

とですね。
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4，質疑応答1

埋忠　ここまでのお話を踏まえて、参加の皆さま

からの質問にお答えしたいと思います。まずは

「人間国宝が個人の栄誉でないということを初め

て知りました」とあります。これは意外と知られ

ていないのですよね。そのうえで「芸を伝承する

という目的であるのならば、若手の方を認定して

もよいのではないでしょうか」という質問です。

金子：伝承とは、若いうちに教えを受けて、次第

に教える側になっていくわけです。その点で、こ

の「重要無形文化財の保持者」というのは教える

側の立場であって、特に伝統芸能の場合は習熟に

時間を要するので、その方が認定を受けて、伝承

という責任が増えてお仕事がやりにくくならない

かな、ということは常に気にしていることです。

その方の高度な技芸――素晴らしい芸を次に伝え

ていくという立場になっていただくには、やはり

ある程度の年齢が必要になると思っています。

埋忠　難しい課題ですね。全盛期をどこと考える

かというところにも、関わってくるのかもしれま

せんね。

金子　そうですね。舞台で技芸を披露していただ

くとともに、人に何かを教えるというのは体力が

要ることだと思うので、体調や加齢の感覚という

ものは、こちらも心していかなければならないと

思っています。

埋忠　やはりどんなに素晴らしい芸を持っておら

れても、教える気力と体力といった様々なものも

同時に必要であるということですね。

金子　そうですね。なので、例えとして極端なこ

とを申しますと、どんなに素晴らしい芸を持って

いらっしゃっても、「私一代で終わりでいい。後

輩には教えない。」というふうに表明されている

とすると、非常に認定しにくいものがあります。

埋忠　芸を追求されている方には、孤高の方もも

ちろんおられると思うので、その辺りが難しいの

ですね。さらに、名人がそうはたくさんおられる

わけではないという難しさも、当然あるかと思い

ます。

埋忠　次の質問は国立劇場についてです。「芸の

伝承が大きな目的であるのに、収益を上げなけれ

ばならない独立行政法人化したのはなぜですか」

と。相反する部分もあるのではないでしょうか。

金子　これは国の方向性だと思います。所管法人

ですから完全に自由・独立というわけではないの

ですが、運営について美術館や博物館も含めてあ

る程度の自由さというものを認めつつ、経営的な

ところも自立を意識していく時代になってきてい

るのではないかという問いかけがあったのかなと

思います。

埋忠　なかなか難しいところですよね。

金子　そうですね。

埋忠　残すべき、という基準でいくと、それがお

客さまを呼べるものかといえば、また違うところ

だと思います。

石橋　「文化財」というのは、基本的な考え方は

あくまで「文化的な財産」ですから、経済的な財

産、つまり不動産とかお金とか、そういうものと

は違う価値を持つものというのが基本的な考え方

だと思います。ただ、芸術家でも霞を食べて生き

ているわけではないので、やはり経済的な面とい

うのは当然誰もが考えるわけですよね。

　ですから、芸術的な価値はあるけれど、経済的

には成り立っていかないのであれば、その部分に

は援助しましょう、と。しかし、経済活動はそれ

ぞれの自助努力である程度やっていただきましょ

うという考え方も必要で、100％支援をするから

好き勝手やりなさいというわけにはやはりいきま

せん。そのようにすると、芸能そのものの成長が、

逆に安易なところに流れてしまう可能性もあると

思います。なので、その辺のバランスを取りなが

ら考えていく側面があります。
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5，上演をめぐって――国と民間

埋忠　今のお話ともつながるので次のテーマに移

りますが、「上演をめぐって――国と民間」とい

うざっくりとしたタイトルを付けてみました。自

助努力がまず前提としてあって、その次に国がど

こを補うか、というのが基本的な考えということ

でした。全てを国がやっていきますよ、というこ

とになると、そこで止まってしまう芸や演目が逆

に出てきてしまう。

例えば歌舞伎の場合、松竹という興行会社が主

に興行していますが、それとは別に国立劇場でも

上演されていて、目指すところが違うわけですよ

ね。その辺りはどう考えればいいのでしょうか。

はたから見ていると、もう少し松竹の活動と、国

立劇場の活動が結び付けばいいのに、とか思うこ

ともあるわけです。でも、それはそれでいい、と

いうことなのでしょうか。

金子　やはり国立劇場には国立劇場の、上演に向

けての姿勢なり理念があると思います。例えば歌

舞伎であれば、江戸時代に生まれて、同時代の演

劇としてあった在り方に、できる限り近いかたち

で上演できないかということを基本にされている

と受け取っているのですが。その辺りはいかがで

しょうか。

石橋　やはり芸能それぞれで、歴史、成り立ちが

違いますから。今のような国の保護制度というの

ができる前の芸能の在り方というのは、パトロン

がいるか、それとも興行という形態を取るかのど

ちらかですよね。ですから、能のようにある時点

までパトロンに支えられてきた芸能と、歌舞伎の

ように江戸時代から興行としてやってきた芸能と

では、やはりその経済的な背景が違います。

　歌舞伎のようなものは、興行として成り立つ限

りは自立していっていただきたい。しかし、その

足りない部分を補うために国立劇場でも歌舞伎を

やりましょう、ということです。ですから、松竹

さんが「見取り」という名場面集みたいな形の上

演を主体にして、スターの役者さんを配してお客

を呼ぶという形を取るのであれば、国立劇場では、

一本の作品の全体像を見せる「通し狂言」という

上演形態をとるというような、すみ分けを最初は

つくっていたわけです。

　最近その辺もだいぶ接近してきている部分はあ

るのですが、そういうそれぞれの芸能が自主的な

活動を自由にやっていただきながら、その足りな

い部分を補いましょう、というのが、歌舞伎に限

らず、国立劇場の公開事業の基本的なスタンスだ

と思います。

埋忠　国立劇場としては、まず商業として成り立

つか分からないような、失われた、埋もれた演目、

そうしたものの発掘作業もやはり重要なのですね。

石橋　そうですね。埋もれた演目の復活上演、あ

るいは歴史研究にもとづく現行台本や演出の再検

討など、経済効率の観点からだけでは手をつけに

くい領域を担当する、ということが、「保存・振

興」というミッションにつながるのだと思います。

埋忠　そうしたものの中から、例えば「桜姫東文

章」とかが松竹の人気演目になっている。

石橋　そうですね。そういうヒット作は幾つか生

まれました。それと同時に、歌舞伎のようには商

業的に成り立たない、規模の小さい音楽とか踊り

とか、要するに団体だけでは伝承していくのが

やっとで、なかなか表に向かってアピールしてい

く余力がないみたいなところは国立劇場で公演を

していただいて、こういうジャンルがあるんだよ

ということを見ていただくとか、それぞれの実情

に合わせた支援をしていく、ということも必要だ

と思います。

金子　この「上演をめぐって」というテーマでい

うと、私からも石橋先生にお伺いしたいことがあ

ります。例えば能楽の場合は、国立能楽堂ができ

て、公演されるようになっていくわけですよね。

昭和58年でしたか。

石橋　はい。58年です。
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金子　能楽もそれまでは、それぞれの流儀の中で

の定期公演という在り方が一般的でした。能楽は

国立能楽堂ができたことで、上演形態も随分変

わってきたのではないかと私は思っています。短

い公演時間で観られるようにもなりましたよね。

石橋　そうですね。能楽は金子調査官がおっしゃ

るように、それぞれの流儀で催し物をやっている

という面が強かったです。ぜひこの人にこの曲を

やっていただきたい、次はこのような曲――そう

いった流儀を越えたいいものを鑑賞するという会

もあったことはあったのですが、それはごく一部

で、一般のお客さんは自分がお稽古している流儀

しか見に行かない。行けば、一日に三番も五番も

演目が並んでいるといった会がほとんどです。

　国立能楽堂は、全ての流儀に出演していただけ

るということと、狂言一番、能一番というプログ

ラム、つまり短い時間でおこなうことで一般のお

客さん、今まで能と接点がなかったお客さんにも

随分来ていただけるようになりました。そういう

上演形態が能界全体に浸透していったという流れ

はあるので、その意味では能楽堂が打ち出した路

線はかなり成功例ですね。

埋忠　文楽の場合は、ほとんど国立劇場が担って

いますよね。

石橋　今はそうですね。しかし、文楽は興行会社

の手を離れた段階で、まずは文楽協会というもの

ができました。それまで文楽は二つの団体が別々

に活動していたわけですけれども、それを一本化

して協会にして、そこに補助金を付けるという形

にしたわけで、その時点、つまり昭和38年の時点

では協会が全ての公演を仕切っていたわけです。

主に大阪の朝日座で公演をし、たまに東京の三越

劇場で公演をするということをやってきました。

41年に国立劇場ができたので、東京の公演に関

しては国立劇場が担うことになりました。大阪の

公演は相変わらず文楽協会が朝日座で公演をし、

それから地方巡業も協会がやっていますけれども、

大阪に文楽劇場ができて、大阪の本公演も国立文

楽劇場でやるようになったわけです。今、巡業は

相変わらず協会がやっていますけれども、そうい

う形で徐々に国立劇場に拠点が移されてきたとい

うような流れになる。

埋忠　特に芸能によって何が今足りないかという

か、苦労されているかというところを考えながら、

国がどういう形でそれをフォローしていくかとい

う。

石橋　そうですね。

埋忠　一緒くたに語れるというよりは、芸能に

よって違うということですね。

石橋　そうですね。

6 ，昨今の取り組みと課題――コロナ禍の上演

活動

埋忠　今のお話は、昨今の取り組みや今後の課題

にもつながってくると思うので、次のテーマに移

ります。コロナ禍の上演活動、文化庁が取り組ん

でおられる「文化財の匠プロジェクト」と「邦楽

普及拡大推進事業」、人間国宝の名人たちが相次

いでお亡くなりになる中で各個認定をどのように

考えていけばいいのか。そして国立劇場の再整備

も発表されました。建物が変わることによって芸

能自体も再整備されていく可能性もありますよね。

あと雑誌『演劇界』の休刊が発表になりましたが、

そうなると国立劇場や松竹といった興行主の枠を

越えて発信し、記録として残っていたものが失わ

れる可能性が出てくるわけです。この辺りを伺い

たいと思っています。

埋忠　まずコロナ禍の上演活動ですが、お客さま

が気軽に舞台を見に行くことができないという状

態が2年近く続いています。実際に国立劇場は本

当に苦労が多いと思うのですが、その辺りはいか

がでしょうか。石橋さんは部署も違っておられた

かとは思いますが。補助金がコロナ用に付いたり、
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そうした具体的な施策もあるかと思いますが、そ

の辺りは金子さんにお伺いできればと。何かコロ

ナによって上演の在り方が変わった、また、変

わっていくだろうなというようなことは、現場に

いて感じることはあるでしょうか。

石橋　私は1年前に退職してしまったので、現状

をあまり肌で感じるということはないのですが

……。最近のことでは、来月（2022年2月）予定

されていた声明公演なんかもコロナ禍で中止に

なったようです。とにかくコロナの状況も先が読

めない状態なので、常にそういう危険性と背中合

わせにしながら企画を進めていかなければいけな

いのでしょう。

　ですから、声明のように遠くから出演者に大勢

来ていただく、といった公演はなかなか難しく

なっていると思います。文楽の場合には、東京と

大阪と行ったり来たりしますし、人形遣いは舞台

上で密の状態になることが多いので、すぐ濃厚接

触者に連なってしまう非常に厳しい状態です。こ

うした経験を踏まえつつ、少しずつ積み重ねて

いって、何とかできることをやっていくというよ

うな状態だと思います。

埋忠　コロナ対策は国立劇場に限らず、どの興行

会社も試行錯誤をされています。例えば歌舞伎座

だと、2部制から3部制になり、各部が短くなりま

した。そうした中で、「通し上演」を理念にして

おられる国立劇場の役割が――つまり長い芝居を

落ち着いて見られるという点で、位置付けが少し

ずつ変わっていくように感じています。松竹さん

の方向性と近くなってきているというお話が「独

立行政法人化」の話題のなかでありましたが、国

立劇場だからこそコロナの苦難の中でできること

があるようにも感じています。

石橋　そうですね。逆に言うと、コロナの後はど

こまで元に戻れるのかというのは、非常に気にな

るところです。

　例えば3部制についても、何かをきっかけに変

化することというのは必ずあるので、「長さ的に

はちょうどいいね」というお客さんが多くなれば、

コロナ後も定着していくかもしれません。そうす

ると、これまでのような「通し狂言」というもの

は難しくなるでしょう。実際、文楽も国立劇場が

できる前は、歌舞伎によく似た「見取り式」の狂

言立てというのが多かったのですが、国立劇場の

最初の公演の担当者が「文楽は通し狂言を基本と

するべきものだ」という理念を持っていたので、

「通し狂言」という形を取ったわけです。それが

評価され、定着して、コロナ前までは年に何回か

は「通し狂言」がおこなわれていたわけですが、

それだと、昼夜で10時間ぐらいかかるわけですか

ら、そういう形に戻れるのかどうか。あるいは、

そもそも戻ることが求められるのかどうかという

ことも大変気になるところです。

　ただ、やはり先ほど言いましたように、上演時

間が短くはなるにしても、「通し狂言」というレ

パートリーシステムの形を取っていくということ

で、松竹さんとの差別化といった意味で特色を出

すことが必要だと思います。

埋忠　興行に関わるお金の問題に関して金子さん

におうかがいしたいのですが、先ほど民間ででき

ることは任せるといったお話がありましたが、コ

ロナという非常事態によって、補助金の状況など

は変化がありましたでしょうか。

金子　文化庁の中では、私の部署ではありません

が、「ARTS for the future！事業」という、コロナ

で公演のキャンセルや延期が相次ぐなかで、公演

を実施するにあたって必要になるお金を助成する

とか、あるいはキャンセル料の補填ですとか、そ

ういった補助ですね。それが昨年の秋に2次募集

まであり、非常に反響をいただいて、その続編が

できないかというお声もたくさんいただいている

ので検討中です、という告知が文化庁ホームペー

ジに出ています。他には、経済産業省のほうでも

公演に対する補助の施策があります。

埋忠　映像を公開するという形のものですね。
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金子　はい。海外へ向けての映像発信を一つの条

件にして、公演活動対しての補助をするというも

のです。

埋忠　YouTubeで5分程にまとまった最新の舞台

映像が見られるので、舞台ファンとしてはとても

ありがたいのですが、映像としては英語の字幕や、

英語で劇団や興行会社の説明が付いているのが特

徴かと思いました。海外に発信することがポイン

トになっているのですね。

金子　はい。あとは東京都のもので、映像配信に

対しての補助金というものが広く周知されていた

かと思います。

埋忠　映像がセットになっているというところで、

それが難しい団体というのも当然出てきますよね。

撮影予算はもちろん、著作権の問題もございます

し。

金子　その点では、文化庁の「ARTS for the 

future！」は、映像配信を条件にしてはいません

が、非常に反響が大きく、多数の申請をいただい

たと聞いています。

埋忠　こうした補助金の在り方も、石橋さんのお

話にありましたようにイレギュラーな中から少し

ずつ始まり、なかにはやがて定着するものもあっ

たりするでしょうか。

金子　そうですね。やはり映像配信は、また世の

中が戻っても、一つ大きな柱にはなっていくのだ

ろうなという思いを持っています。

埋忠　そうですよね。

金子　場所や地域、国を選ばず、自宅などで手軽

に好きな時間で楽しめるというのは、もう看過で

きない一つの在り方というか、魅力というか、支

持を受ける形なのかなと思っています。

埋忠　演劇の在り方が変わってくる。

金子　そうですね。もちろん生の舞台を観るのが

いいに違いないのですが、旅費や時間をかけずに

遠方からでも見られる利点や、感染リスクの観点

からも無視できない気がします。

7 ，昨今の取り組みと課題――「文化財の匠プ

ロジェクト」と「邦楽普及拡大推進事業」

埋忠　続いては、金子さんが目下担当されている

ことだと思いますが、「文化財の匠プロジェクト」。

そして関連して、「邦楽普及拡大推進事業」につ

いてお伺いします。これは違う角度から伝統芸能

の保護にもつながっていくことだと思うので、ご

紹介いただけますでしょうか。

金子　まず「文化財の匠プロジェクト」は、昨年

末に文化庁でも報道発表がありましたが、有形・

無形問わず文化財そのものの保護も大切ないっぽ

う、それを支える修理技術、あるいは使う道具、

それを作るための原材料、製作や修理の技術者な

ど、文化財をとりまく環境も非常に危機的な状況

になっているという問題意識があります。令和4

年度から5年計画で、そういった修理や用具、原

材料について、どうにかバックアップしていけな

いかというプロジェクトが、始まろうとしている

ところです。まずは有形文化財の修理や材料関係

から始まっていく見込みですが、5年計画の中で

は無形文化財を支える技についても進めてゆきた

いと考えています。

次の「邦楽普及拡大推進事業」は昨年開始した

もので、コロナによる影響に対しての施策です。

いま邦楽は、愛好者の方も含めて、携わる方が少

なくなってきています。今まで文化庁がやってき

たのは、子どもに教える――例えば、いま京都の

地域文化創生本部で担当している「伝統文化親子

教室」であったり、私たち文化財第一課が携わっ

てきた重要無形文化財の伝承支援に対しては、プ

ロがプロを育てるという形での補助金というもの

はありました。しかし今度は、高校生、大学生と

いった近い将来この世界に飛び込んでくださるよ

うな方、あるいはプロにはならないけれども、習

い事として、愛好者として長く支えてくださるよ

うな方を増やしたい――と言うと僭越ですが、高

校の部活動や大学のサークル等を通じてもっと邦
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楽を好きになってくださる方が出てくるといいな

という、そういう狙いの事業です。

　具体的には、お琴や三味線などの邦楽器を無料

で貸与したり、演奏会開催に対する支援をしたり

ということです。

埋忠　近頃、三味線屋さんの経営が大変というよ

うなニュースを拝見して心配していましたが、こ

うした背景があっての新しい施策かと推測します。

プロと言いますか、実際の舞台に立たれている方

たちへの支援というのはそれまでもあったわけで

すが、裾野を広げる、愛好の方を広げることが見

落とされていたというのは、本当にそうだなと思

います。

　例えば令和3年度のサークルや部活動のリスト

がありますが……お茶大は入っていませんね。

金子　はい。来年度以降も継続したいと思ってい

ますので、こちらお茶の水女子大学さんでしたら

特に大学や、附属高校の方とかに、念頭に置いて

いただけるとありがたいなという（笑）、少し宣

伝ですが、いま文化庁はそのような事業もしてお

ります。

埋忠　こういった部活動が対象になっていくとい

うのが面白いなと思いますが、長唄研究会や尺八

部というように、楽器を使うということが大事と

いうことですね。一方で、例えば歌舞伎研究会と

か、お茶大にもありますが狂言の会とか、そう

いった活動は対象外なのですね。

金子　そうですね。本当は全分野の伝統芸能がで

きればいいのですが、予算に限りがありますので、

このたびは邦楽というところで……。

埋忠　道具を使わないと駄目ですか？

金子　そうですね、邦楽なので必然的に楽器は必

要になると思います。

埋忠　物を使うのがポイントということなのです

ね。

金子　先ほど「文化財の匠プロジェクト」のほう

のお話もしましたが、文化財を支える技術も継承

が危ぶまれます。楽器を文化庁が発注し、お貸し

することで需要が増え、楽器を作る方の技術の伝

承もできるといいなという思いもございます。

埋忠　無形文化財の工芸技術と芸能とが合わさっ

た形ですね。面白いなと思います。

8 ，昨今の取り組みと課題――各個認定（人間

国宝）

埋忠　次は「各個認定」についてです。歌舞伎を

例に挙げると、歌舞伎という芸能自体が「重要無

形文化財」に認定されていて、その中で「各個認

定」――いわゆる人間国宝ですが、現在ですと7

名の方が、それぞれ立役、女方、脇役、竹本、長

唄という分野で「認定」……。言葉としては「認

定」で正しいでしょうか?

金子　はい。演者の方は「認定」です。

埋忠　認定されていますが、近年、歌舞伎だけで

も坂田藤十郎さん、片岡秀太郎さん、中村吉右衛

門さん、杵屋淨貢さんがお亡くなりになりました。

藤十郎さんがお亡くなりになったのは2020年12月

ですが、その後に各個認定に認定された歌舞伎の

方はおられませんよね。新しい人間国宝はどうな

るのでしょうか？

金子　「一つの分野で定員枠が決まっているので

は」といったことをよく聞かれるのですが、必ず

しもそういったことではありません。芸能分野で

58人、工芸技術の分野で58人――そういう（支出

する助成金の）予算の枠というものはありますが。

ただ、多様な技、いろいろなたくさんの技を次代

へつないでいきたい、という考えから、同系統の

技の方を複数人認定するのでなく、異なる技であ

ることを重視する、という方針になっています。

埋忠　外から見ておりますと、立役何名、その中

でも、上方、江戸、さらに世話物、義太夫狂言な

どと、細かく分かれているようなイメージがあっ

たのですが、これは「多様な芸を伝承するために」

という結果論であって、枠としてそういうものが

あるわけではないということなのですね。
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金子　はい。

埋忠　各個認定には、本当にそうそうたる方のお

名前が挙がっていますけれども、藤十郎さんがお

亡くなりになったから、上方の立役の方がその後

に入る――そういうものではないと。

金子　はい。今まで素晴らしい芸を持っていらし

た方が亡くなられると、重要な技がひとつ失われ

てしまったことになります。よって、その技が絶

えないように、まず亡くなられた方が保持してい

た技について優先的に検討することは必要ですが、

ただちには難しい状況もあります。

埋忠　なかなか繊細なお話であると思いますが。

大変残念なことに、他の芸能ジャンルも合わせる

と、昨年から多くの方がお亡くなりになりました。

金子　そうですね、昨年から今年にかけてはとり

わけ多かったかなと思います。

石橋　「歌舞伎」という総合認定に関しては、な

くなる可能性は当分ないでしょうが、立役とか女

方とか脇役とか、細分化された指定ジャンルは、

認定されたその保持者がいなくなると、いったん

解除ということになるんですね。大事な分野では

あるけれども、適当な人がいないと、その分野は

指定から外されてしまうということになるので、

できれば次の人を入れたいところだけれども、

やっぱり他の分野と横並びにレベルを見るという

ことも必要なので、第一人者的な人がいない分野

はどうしようもないということになってしまう可

能性はあるんですよね。ですから、そこら辺は大

変難しいところです。

　58人という定員、予算枠を広げた段階でジャン

ルを広げようという考え方があって、かなりいろ

いろなジャンルが指定の対象になっているのです

が、逆に言うと、そういうときに指定された人が

いなくなってしまうとなかなか次が見つからない

というような事態にもなっているので、非常に厳

しい、難しいところがありますよね。

金子　はい。

石橋　だから、今後、分野と個人との両方を、ど

ういうふうに選んでいくのか、議論を深める必要

があるでしょう。

埋忠　横並びでやっぱり同じような、現在認定さ

れている方のレベルと芸の近い方というのはなか

なか難しくなってきますよね。

石橋　人間国宝というか、総合認定も含めてです

けれども、重要無形文化財の指定というのは、他

の栄典と違い、短期間に決めるというよりも、複

数の委員の方に時間をかけて議論をして深めてい

ただく中から決めていくという方法を採っている

ので、そういう意味で慎重に検討しているという

ところはあります。

9 ，昨今の取り組みと課題――国立劇場の再整

備

埋忠　続いてが国立劇場の再整備についてです。

これは最近発表になったことですが、国立劇場の

建物というものは非常に象徴的だなと、これまで

のお話を伺いながら改めて感じました。

建物についてよく言われるのが、正倉院の形を

していることから、「伝統芸能というものを正倉

院の保存するものにしてしまった」ということで

す。特に歌舞伎が顕著ですが、江戸歌舞伎の祝祭

空間、服部幸雄先生のご著書『大いなる小屋』の

表紙にも描かれているような、劇場を派手に飾り

立てる賑わいというものがなくなってしまった 

図4
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――こうした批判の象徴になってきたところがあ

るかと思います。（図4）

　『大いなる小屋』の出版が1986年で、その後も

「こんぴら歌舞伎」や「平成中村座」の人気もあっ

て祝祭空間としての江戸の芝居小屋の再評価の中

で、しばしば批判されています。こうした現在の

正倉院を模した建造物としてのあり方の評価、そ

して新しい国立劇場はどのような空間になるのか、

ご意見をお聞かせいただけますでしょうか。

石橋　服部先生は国立劇場に勤務されていながら、

江戸時代の芝居小屋が持っていた祝祭空間的な性

格、それに象徴される江戸歌舞伎の本質に早くか

ら着目され、その復権を望んでおられたのだと思

います。ただ、劇場というのはそれが建った時点

の思想を反映しているといいますか、時代風潮を

象徴している側面があります。そもそも国立劇場

は「保存」ということを理念にした流れのなかで

建てられたわけですから、正倉院を模したデザイ

ンというのは、その考え方をまさに象徴するよう

な建物だったということです。

　現在の歌舞伎を上演するための劇場のほとんど

は、江戸時代からの祝祭空間の流れを汲んでいて、

例えば桟敷を備えるような設計になっているわけ

ですが、あえてそういうものとは違う流れをつく

ろうという考え方はあったと思います。

　そうした、時代の流れを断ち切る劇場というの

は、明治の時代にもあるんですね。明治22年にで

きた最初の歌舞伎座はかなり洋風のイメージで、

革新というか、改良ということを表に出して建て

られましたが、明治44年の建て替えで和風の古い

建築に戻りました。それに対して同じ明治44年に

できた帝国劇場というのは、国立劇場の前身みた

いな、江戸時代からの流れを断ち切り近代化を強

く打ち出した劇場になっているわけですが、それ

ぞれの建物に対する思想というものはあるのです。

　なので国立劇場は、そういう50年前の思想を

守っていくなら現在のような方向に行くでしょう

し、そこを路線転換しようといえば別の形になる

のかもしれない。今どのように考えているか私は

知りませんが、いずれにしても令和にできる国立

劇場はやはり令和の思想を反映した劇場になると

いうことだと思います。

埋忠　大変分かりやすいお話をありがとうござい

ます。決して批判されるものではなくて、その時

代に求められていた、国が造る劇場がこういうも

のであったということなんですね。

石橋　そうですね。

金子　それぞれの劇場のスタイルは、造られた時

の理念を反映しているというのはその通りだと思

いますし、歌舞伎座と同じ理念の劇場――そうい

う祝祭空間が東京に2つある必要があるのかどう

か、ということもあると思います。国立劇場の本

館は三階建て、100メートル四方の建築物だった

でしょうか？

石橋　はい。

金子　高層ビルが多くなってきた東京のただ中に

あって、まるで平屋のように見えるような贅沢な

造りだったと、後々語り継がれるような気がして

おります。

埋忠　再整備では総合施設になるのですよね。

石橋　そうですね。私も最近の動きは退職したの

で把握していませんが、そもそもは今の施設が老

朽化していろいろ不具合が生じてきているので、

建て替えたいというところから話が始まりました。

それならばこの国立劇場には敷地内に、先ほども

言いました大劇場、小劇場が一体化した建物と、

もう1つ演芸場――そういう形は残しながら、こ

の敷地全体のデザインを一新しようという考え方

に今なっています。

　新しいホテルやレストランとか、そういうもの

が加わってくる。あるいは観光客や初心者向けの

展示施設のような、少し外にアピールするような

ものを造るとか、その機能を増やしていくという。

今までお話してきたように、伝統芸能の保存・振

興はもちろん中心にあるわけですが、特に振興と

いう観点から、そこに新しく観光的なものとか、
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外にアピールしていくようなものを増やしていく

というような考え方ではないでしょうか。

金子　昭和41年にできていますが、表からロビー、

一階席まで段差なしで入場できるという設計は画

期的だったように思います。バリアフリーという

考え方が浸透するよほど前ですし、今でもその意

味では便利な劇場だと思います。今の建物は来年

の秋までですか？

石橋　はい。

金子　私も今の劇場があるうちに多くの方に足を

運んでいただきたいと、思っています。

埋忠　今後どのような計画になるのか、ニュース

が楽しみです。

石橋　再整備に関する情報はホームページにアッ

プされていますが、私もそこで見られる範囲のも

のしか把握しておりません。逐次更新されていく

と思いますので、興味のある方は見ていただきた

いと思います。

10，昨今の取り組みと課題――『演劇界』休刊

埋忠　先日、歌舞伎の専門誌の『演劇界』の休刊

が発表されました。前身の『演芸画報』も含める

と明治創刊の専門誌がなくなることに、非常に残

念な思いがあります。先ほどのお話にあったよう

に、歌舞伎には松竹があり、国立劇場があり、さ

らに巡業や自主公演などもある――そうした主催

の枠組みを越え「歌舞伎」という演劇を、横並び

で一緒に知ることができる。情報発信はもちろん、

さらに記録媒体としても非常に価値ある雑誌だっ

たと思います。『演劇界』が無くなり、元より紙

媒体で情報を残すことが難しくなっている中で、

どのようなことが求められているのでしょうか。

国として何か対策を考えておられるのか、ぜひ伺

いたいです。

金子　私どものほうでは、今現在具体の対策とし

てお話しできることはないのですが、毎月の歌舞

伎の全貌が分かるというような、情報の集約がで

きる雑誌がなくなっていくことは大きな問題です。

「休刊」ということなので「廃刊」ではないと信

じたいのですが……今後どうなっていくのか、一

読者としても非常に気になっております。

埋忠　伝統芸能の愛好者を育てるという点で果た

してきた役割が非常に大きい雑誌です。また、組

織を越えて情報を発信し記録する、そういうのが

難しい状況にあるように感じておりますので、ぜ

ひそういうものを考えていただきたいと、わがま

まな一ファンのとしての要望です。

11，質疑応答2、おわりに

埋忠　またいくつかの質問が寄せられているので、

読み上げていきたいと思います。お茶大で、狂言

研究会に所属しておられる学生からです。「研究

会で指導していただいている狂言師の方が、国立

能楽堂の研修ご出身と聞いたことがありましたが、

今回のお話で、研修所の重要性と、一般家庭出身

でも伝統芸能に携れることの価値を、改めて感じ

ました。養成所の企画段階で、伝統的にそれらの

芸能を担ってきた家からの反発や、あるいは喜ば

れたりということはあったのでしょうか？」

石橋　基本的に、実演家の方々のご意見、ご要望

をうかがった上で事業をスタートしていますから、

反発ということはないと思いますが、芸能という

のは人がやるものですから、需要とのバランスと

いうことにもなるわけです。実演家だけではなく、

先ほど話が出た三味線を作る会社さんとか、そう

いうところもそうです。ですから、需要に対して

人が少なければ、それは何とかその措置を講じな

ければいけない、工芸士養成ということをしなく

てはならいないけれども、それが増え過ぎたら仕

事の奪い合いということになってしまうので、そ

のバランスを取るのは難しいですよね。

　実際に公演数にしても、毎年一定の公演数が確

保できるとは限らないわけですから、そこらも含

めて、今、人が何人ぐらい必要かということを考
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えなくてはいけない。

　能楽の場合は、明らかに、囃子方やワキ方が人

手不足だったのですが、それでも自分の子どもが

大きくなったときに人が多過ぎたらどうなるのだ

ろうという心配は皆さんされると思います。それ

は当然のことです。ただ、だからといってその分

野が、人が早急に足りなくなったら大変だという

こともあります。それを常に考えながら皆さん意

見をおっしゃっていると思います。

　ですから、先ほどお話が出たように、「私一代

で絶えていいんだ」という考え方の人ももちろん

いるでしょうが、基本的に、やはり先人から教え

を受けて今の自分があると思っているほとんどの

方々は、自分が携わっている芸能を絶やしてはい

けないと考えていると思います。ただ、先ほど言

いましたように、経済とのバランスもありますの

で、その辺を考えながらおこなうことが必要です。

埋忠　文化庁の立場からするといかがでしょうか。

金子　先ほど埋忠先生もおっしゃった今月の歌舞

伎座の代役などからも思いますが、やはりこの養

成制度が果たしてきた役割というものは本当に大

きなものがあります。歌舞伎俳優でも、能楽の三

役でも、文楽でも、もし養成研修がなかったら、

今その舞台がかなり行き詰っていたのは間違いな

いと思います。この養成事業に多くの方が応募し

てくださることを願っています。

石橋　これはなかなか短期間には結果が出ないも

のです。歌舞伎座で代役をされた歌女之丞さんや

京蔵さんにしても、こういう機会によって、今ま

での積み重ねが発揮されたわけですが、研修を始

めた時点からそれが実証されるまでに何十年もた

つわけですよね。ですから、狭い視野では養成制

度の成果の話をできない部分があります。それで

も結果は出てきていますし、広くご理解をいただ

きたい。

　今の人たちは養成所に入ることを就職だと思っ

ているので、そうすると親御さんも子どもの一生

を託すのにこの職場はいいのだろうかという不安

は当然お持ちになります。先ほどの「邦楽普及拡

大推進事業」もそうですが、伝統芸能に触れる機

会というものがだんだん狭まってきていると思う

のです。いろいろな邦楽や踊りの体験をしている

と、そこから歌舞伎役者になってみよう、能囃子

をやってみよう、とつながっていくのですが、現

代の日本の一般家庭に育った若い世代から、そう

した人材を発掘していくのは、ますます難しく

なってくるとは思います。やはり、「邦楽普及拡

大推進事業」のような、地道な裾野作りが大切で

しょう。

埋忠　一観客として楽しんでいると、もっとこう

したらいいのにとか、なぜこことここが結び付か

ないのかとか、今の視点で考えてしまいます。本

日いろいろなお話をうかがって、伝統芸能とは長

い年月受け継がれてきたものなので、それを残す

こともまた50年後100年後といった長く先を見据

えて、草の根的なことから考えておられるのだと

思いました。また、一つのジャンルだけで考えて

はいけない、ということも感じました。芸能に

よってそれぞれの関わり方がある――例えば、工

芸技術と結びつけることできるとか、本当に広い

視野で考えていらっしゃるのだと思いました。

そういう意味で、そもそも根本として長年伝統

芸能を愛しておられて、広い視野で物事を考えら

れる石橋さんと金子さんのような方が、施策や現

場の中心におられたことに、非常にうれしさと、

今後の希望といったものを感じております。

　最後にお一言ずつお言葉をいただけますでしょ

うか。

石橋　今日の話は「伝統芸能を保存していかなけ

ればいけない」という前提から出発しているわけ

ですが、「なぜ保存しなきゃいけないの」という

疑問は、一方でお持ちいただきたいと思います。

お持ちいただいた上で、その回答を見つけていた

だきたい。「なくなっちゃうものはしょうがない」

というのも一つの考え方ではあるので、それに対
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して、どうして伝えていかなくてはいけないのか。

それは有形文化財も同じことです。歴史的なもの

を守っていくというのはどういうことなのか、改

めて考えていただきたいと思います。

金子　本日はこのような機会を頂きましてありが

とうございました。石橋先生と埋忠先生のお話を

伺って改めて思いましたのは、やはりお若いうち

にこの伝統芸能の世界に触れて、好きになってい

ただくということが非常に大事なのかなというこ

とです。今日はそういう話はしませんでしたが、

みんな幼少や若い頃に伝統芸能が好きになり、そ

の後、人生のほとんどをこのように過ごしている

という三人でございますので（笑）、若いうちに

ぜひ好きになっていただく、そのためのお手伝い

を今後もしていきたいと思っております。

埋忠　まさに「未来へつなぐ伝統芸能プロジェク

ト」が目指すべき方向性で締めていただきました。

石橋さん、金子さん、本日は大変興味深いお話

をまことにありがとうございました。ご視聴の皆

さまには、長時間ご参加いただき、まことにあり

がとうございました。プロジェクトは今後も続い

ていきますので、ぜひまたご参加いただければと

願っております。


